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経済産業省・環境省発表 

平成１８年１１月２４日 

 

 

平成１７年度のフロン回収・破壊法に基づく業務用冷凍空調機器からの 

フロン類の回収量等の集計結果について 

 

 

○「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（以下

「フロン回収・破壊法」という。）に基づき、第一種フロン類回収業者から都道

府県知事に対し、平成１７年度分の第一種特定製品（業務用冷凍空調機器：ビル

空調、食品のショーケースや大型冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫など）からのフロン類

の回収量等が報告され、その集計値が都道府県知事から国に対し通知されました

ので、その結果を取りまとめ公表します。 

○平成１７年度に第一種特定製品から回収されたフロン類の量は約２，２９８トン

（前年度比約９．３％増）でした。 

○フロン類の回収の一層の徹底を図るため、本年６月にフロン回収・破壊法の一部

改正が行われたところであり、改正法の平成１９年１０月の施行に向けて、フロ

ン類の回収・破壊が一層徹底されるよう取組を推進してまいります。 

 

１．背景 

 フロン回収・破壊法（業務用冷凍空調機器については平成１４年４月から施行）

では、機器の廃棄時の冷媒フロン類の回収が義務付けられており、第一種フロン類

回収業者（廃棄される業務用冷凍空調機器から冷媒フロン類を回収するため都道府

県知事に登録している業者）は毎年度、前年度に回収したフロン類の量等を都道府

県知事に報告し（法第２２条第２項）、都道府県知事はその報告に係る事項を主務

大臣（環境大臣及び経済産業大臣）に通知しなければならないこととされている（

法第２２条第３項）。さらに、主務大臣は、この通知に関する情報を整理して、特

定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表することとされている

（法第４６条）。 

 今般、上記規定に基づき、平成１７年度分の第一種フロン類回収業者からの報告

について都道府県知事から通知が行われ、それを取りまとめた結果を公表するもの

である。 
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２．回収量等の集計結果 

 フロン回収・破壊法に基づく第一種フロン類回収業者によるフロン類の回収量等

の平成１７年度分の集計結果は表１のとおりである。 

 

表１ 第一種フロン類回収業者の回収量等の報告の集計結果（平成１７年度分） 

  ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 合計 

回収した第一種特定製品の台数 (台) 138,927 638,013 127,749 904,689 

回収した量 (kg) 291,541 1,823,362 182,868 2,297,771 

17年度当初の保管量 (kg) 29,895 118,819 11,553 160,267 

破壊業者に引き渡された量 (kg) 211,755 1,517,672 136,260 1,865,687 

再利用等された量 (kg) 82,257 309,855 42,346 434,458 

17年度末の保管量 (kg) 27,422 114,653 15,815 157,890 

 （注：小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。） 

 

 前年度と比較した結果は表２のとおりであり、前年度比で台数は４．９％減なが

ら、回収量は９．３％増と若干の改善が見られた。また、ガス別の回収状況は表３

のとおりであり、引き続きＨＣＦＣが回収の大半を占めている。なお、ＣＦＣの回

収量は減少している。 

 

表２ 前年度との比較 

  平成１７年度 平成１６年度 増減 増減率

回収した第一種特定製品の台数 (台) 904,689 951,005 -46,316 -4.9％

回収した量 (kg) 2,297,771 2,102,454 195,316 9.3％

年度当初の保管量 (kg) 160,267 148,148 12,119 8.2％

破壊業者に引き渡された量 (kg) 1,865,687 1,713,891 151,795 8.9％

再利用等された量 (kg) 434,458 370,722 63,736 17.2％

年度末の保管量 (kg) 157,890 165,984 -8,093 -4.9％

 （注：小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の差は必ずしも増減欄の値に一致しない。） 

 

表３ ガス別の台数及び回収量の前年度比較 

 ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 

 台数 

（台） 

回収量 

（kg） 

台数 

（台） 

回収量 

（kg） 

台数 

（台） 

回収量 

（kg） 

平成１７年度 138,927 291,541 638,013 1,823,362 127,749 182,868

平成１６年度 174,551 297,567 688,846 1,665,282 87,608 139,605

増減 -35,624 -6,026 -50,833 158,079 40,141 43,263

（注：小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の差は必ずしも増減欄の値に一致しない。） 
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３．今後の取組 

 フロン類の回収量は前年度から増加しているものの、フロン類回収率（注１）は

低調であると推定される。このような状況を踏まえ、フロン類回収の徹底に向けて

一層の取組が必要である。今年６月にフロン類の引渡しの状況を書面で管理する行

程管理制度の導入、整備時のフロン類回収義務の明確化等を柱とするフロン回収・

破壊法の改正が行われたところであり、改正法の平成１９年１０月の施行に向けて、

フロン類の回収・破壊が一層徹底されるよう取組を推進していくこととしている。 

 

（注１）業務用冷凍空調機器からの冷媒フロン類の回収率は以下のように推計される。 

 昨年度と同様の方法で、パッケージエアコン、業務用冷凍冷蔵庫等の業務用冷

凍空調機器の種類別に過去の年度別出荷台数、廃棄台数の経年別割合、冷媒の初

期充填量等から平成１７年度に廃棄された業務用冷凍空調機器に含まれていた冷

媒フロン量を推計したところ、約７，０７５トンであり、この数値とフロン類の

回収量約２，２９８トンから、機器の廃棄時の冷媒フロン類の回収率は約３２％

（昨年度約３１％）と推定される。 

 また、業務用冷凍空調機器のうち空調機器について、建物の新設や除却等の統

計などを考慮に加えて推計した場合、平成１７年度に廃棄された業務用冷凍空調

機器に含まれていた冷媒フロン量は約５，４２９トンと推計され、この数値を基

にすると回収率は約４２％（昨年度約４２％）と推定される。 

 

（注２）フロン類破壊業者からの報告の集計結果（平成１８年６月３０日公表）によ

れば、平成１７年度に第一種フロン類回収業者からフロン類破壊業者が引き取っ

たフロン類の量は、約２，１０８トンであった。この量は、今回の第一種フロン

類回収業者の報告による破壊業者への引渡量約１，８６６トンと比べると、約１

１３％である。これは、主として、機器の廃棄時以外の修理・整備時に回収され

た冷媒の一部が集計に含まれているためと推測される。 

 

 

 


